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○
総
務
省
告
示
第
三
十
四
号

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
支
援
基
準
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第

四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
四
日

総
務
大
臣

金
子

恭
之

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「

対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

機
構
が
対
象
事
業
支
援
の
対
象
と
な
る
事
業
者
及
び
当
該
対
象
事
業
支
援
の
内
容
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
従

［
同
上
］

う
べ
き
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

１

支
援
の
対
象
と
な
る
対
象
事
業
が
満
た
す
べ
き
基
準

１

［
同
上
］

機
構
の
支
援
の
対
象
と
な
る
対
象
事
業
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定
め
る
基
準
を
い
ず
れ
も
満
た
す
こ
と

と
す
る
。

⑴

政
策
的
意
義

⑴

［
同
上
］

［
①

略
］

［
①

同
上
］

②

次
に
掲
げ
る
事
業
の
い
ず
れ
か
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

通
信
・
放
送
・
郵
便
に
係
る
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
及
び
そ
の
運
営
若
し
く
は
維
持
管
理
又
は
こ
れ
ら
と
当

該
イ
ン
フ
ラ
を
活
用
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
等
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
行

お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下

［
新
設
］

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
の
う
ち
、
海
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
通
信

・
放
送
・
郵
便
事
業
で
あ
っ
て
、
通
信
・
放
送
・
郵
便
に
係
る
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
及
び
そ
の
運
営
若
し

く
は
維
持
管
理
を
行
う
も
の
又
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の

イ

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
の
う
ち
、
海
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
通
信
・
放
送
・
郵
便

事
業
を
支
援
す
る
事
業

［
③
・
④

略
］

［
③
・
④

同
上
］

［
⑵
～
⑷

略
］

［
⑵
～
⑷

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。


